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information

　　　　

　　　　

　

本
村
で
は
、
私
立
高
等
学
校
や
私
立

専
修
学
校
高
等
課
程
に
在
籍
す
る
生
徒

の
保
護
者
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た

め
、授
業
料
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

●
対
　
　
象

　
10
月
１
日（
基
準
日
）か
ら
引
き
続
き

本
村
に
住
所
が
あ
り
、
私
立
高
等
学

校
や
私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
に
在

籍
し
て
い
る
方
。

※
た
だ
し
、
授
業
料
を
免
除
さ
れ
て
い

る
方
は
、
補
助
対
象
外
で
す

●
補
助
金
額　
年
額
上
限
１
万
円

●
必
要
事
項

・
申
請
書

・
私
立
高
等
学
校
等
生
徒
調
書

・
村
税
納
付
状
況
を
徴
税
職
員
が
調
査

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
文
書

・
振
込
先
が
確
認
で
き
る
も
の（
預
金

通
帳
な
ど
）

・
印
鑑

※
申
請
書
等
は
、
教
育
課
窓
口
に
て
受

領
ま
た
は
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
申
請
期
限　
11
月
30
日（
火
）

※
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

●
問
合
せ
先

　
中
央
公
民
館
内
教
育
課

私
立
高
等
学
校
等
の

授
業
料
を
補
助
し
ま
す

新型コロナワクチン接種の追加接種（３回目）について
　新型コロナワクチン接種の３回目にあたる追加接種が行われます。
接種時期は、２回目の接種後概ね８か月以上を経過した時期となります。
　詳細については、接種予定月の前月までに接種券とともに案内を送
付しますので、そちらをご覧ください。

　例：

　本村へ転入する前に接種された場合や海外で接種された場合などは、接種記録を村
が把握できないため、接種券が届かない場合があります。そのような場合は、すこやか
センター内保健環境課まで接種券の発行を申請してください。

注意：新型コロナワクチン接種は、他の予防接種と13 日以上の間隔を空ける必要があ
ります。インフルエンザや高齢者肺炎球菌の予防接種を希望されている方は、年
内の早めの時期に接種をお願いします。

[2回目の接種が完了されていない方へ]
　引き続き、接種は行っています。接種を希望される方は、村公式ホームページ「新型
コロナワクチン特設ページ」をご覧いただくか、すこやかセンター内保健環境課までお問
合せください。

●問合せ先　すこやかセンター内保健環境課

新型コロナ
ワクチン接種

他の
予防接種

他の
予防接種

（13日以上） （13日以上）

令和３年５月に
２回目を接種

案内送付：令和３年 12 月予定
追加接種：令和４年１月頃予定概ね８か月以上
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活気・魅力・人づくりの村

　　

●
利
用
料

　
１
月
〜
７
月
・
９
月
〜
12
月

　
月
額
5
，0
0
0
円

　
８
月

　
月
額
８
，0
0
0
円

※
お
や
つ
代

　
月
額
１
，2
0
0
円

　
（
別
途
お
や
つ
代
に
は
振
替
手
数
料

10
円
が
か
か
り
ま
す
）

●
提
出
物

・
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
申
請
書

・
就
労
証
明
書

※
父
母
お
よ
び
同
居
の
家
族
が
対
象
に

な
り
ま
す
。（
同
一
敷
地
内
祖
父
母

含
む
）

●
配
布
・
申
込
期
間

　
11
月
１
日（
月
）〜
24
日（
水
） 

　
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
6
時
30
分

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

※
期
限
厳
守

●
留
意
事
項

・
平
日
は
学
校
か
ら
直
接
児
童
ク
ラ
ブ

へ
向
か
い
ま
す
が
、
帰
宅
時
は
保
護

者
の
迎
え
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
土
曜
・
学
校
休
業
日
に
お
け
る
児
童

の
送
迎
は
保
護
者
で
お
願
い
し
ま
す
。

・
土
曜
・
学
校
休
業
日
の
昼
食
と
お
茶

は
各
自
で
持
参
と
な
り
ま
す
。

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

●
申
込
期
間

　
11
月
１
日（
月
）〜
18
日（
木
） 

　
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
6
時
30
分

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

※
期
限
厳
守

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

年
間
利
用
の
ご
案
内

●
日
　
　
時

　

令
和
４
年
４
月
１
日（
金
）〜
令
和
５

年
3
月
31
日（
金
）

　
午
前
８
時
〜
午
後
6
時
30
分

　
（
日
曜
・
祝
日
お
よ
び
12
月
29
日
〜

翌
年
1
月
3
日
を
除
く
）

●
場
　
　
所

　
飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

●
対
　
　
象

　
飛
島
学
園
前
期
課
程
に
就
学
す
る
児

童
の
保
護
者
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る

者（
家
族
）が
就
労
等
の
た
め
家
庭
が

留
守
と
な
る
児
童

※
次
の
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

・
児
童
が
帰
宅
時
に
大
人（
20
歳
以
上
）

が
家
に
い
る
、
ま
た
は
児
童
と
同
一

敷
地
内
に
祖
父
母
が
居
住
し
家
に
い

る
場
合

・
自
営
業
で
就
労（
勤
務
時
間
・
場
所
）

の
証
明
が
提
出
で
き
な
い
方

冬
休
み
利
用
の
ご
案
内

●
日
　
　
時

　
12
月
23
日（
木
）〜
令
和
４
年
１
月
6

日（
木
）

　
午
前
８
時
〜
午
後
6
時
30
分

　
（
日
曜
お
よ
び
12
月
29
日
〜
翌
年
1

月
3
日
を
除
く
）

●
場
　
　
所

　
飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

●
対
　
　
象

　
飛
島
学
園
前
期
課
程
に
就
学
す
る
児

童
の
保
護
者
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る

者（
家
族
）が
就
労
等
の
た
め
家
庭
が

留
守
と
な
る
児
童

●
利
用
料

　
12
月
23
日（
木
）〜
28
日（
火
）

　

利
用
料
2
，5
0
0
円
・
お
や
つ
代

6
0
0
円

　
１
月
４
日（
火
）〜
6
日（
木
）

　

利
用
料
2
，5
0
0
円
・
お
や
つ
代

6
0
0
円

　
（
別
途
お
や
つ
代
に
は
振
替
手
数
料

10
円
が
か
か
り
ま
す
）

●
申
請
書
類

・
児
童
ク
ラ
ブ
一
時
利
用
申
請
書

・
就
労
証
明
書

・
そ
の
他
必
要
書
類

事
業
系
廃
棄
物
の
出
し
方
に
つ
い
て

　

店
舗
、
工
場
、
事
務
所
な
ど
で
の
事

業
活
動
に
よ
り
発
生
し
た
廃
棄
物
を
事

業
系
廃
棄
物
と
呼
び
、
事
業
系
一
般
廃

棄
物
と
産
業
廃
棄
物
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
は
事
業
者
の
責
任
で
、
適
正
な

処
理
や
再
生
利
用
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
不
法
投
棄
、
野
外
焼
却
、 

 

無
許
可
業
者
へ
の
委
託
を
す
る
と
、
廃

棄
物
処
理
法
に
基
づ
き
罰
則
が
科
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ご
み
の
減
量
に
向
け
た
適
正
な
取
り

組
み
に
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

処
理
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
許
可
業
者
へ
の
委
託　
　
　
　
　
　

産
業
廃
棄
物
の
処
理
は
愛
知
県
の
許

可
、
事
業
系
一
般
廃
棄
物
は
村
の
許

可
を
得
た
業
者
に
委
託
し
て
く
だ
さ

い
。

・
八
穂
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
の
直
接

搬
入　
※
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
み

　

搬
入
す
る
前
に
、
本
村
に「
事
業
系

一
般
廃
棄
物
ご
み
搬
入
承
諾
申
込
書
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。
そ
の
後
、
本

村
か
ら
交
付
さ
れ
た
書
類
を
ご
持
参

の
う
え
、
八
穂
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

へ
直
接
搬
入
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
環
境
課

児
童
ク
ラ
ブ
利
用
案
内
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information

　　

●
予
約
方
法

　
全
国
共
通
の
予
約
受
付
電
話
に
お
電

話
く
だ
さ
い
。

　
☎
０
5
7
0
‐
０
5
‐
4
8
9
0

●
問
合
せ
先

　
民
生
部
住
民
課

10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
日

本
年
金
機
構
か
ら「
社
会
保
険
料（
国
民

年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」が
送
ら
れ

る
予
定
で
す
の
で
、
申
告
書
の
提
出
の

際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収

証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
令
和
３
年
10
月
１
日
か
ら
令

和
３
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
今
年
は

じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
方
に
は
、
翌
年
２
月
上
旬
に
送
ら
れ

る
予
定
で
す
。

●
問
合
せ
先

　
民
生
部
住
民
課

　
日
本
年
金
機
構
の
全
国
の
年
金
事
務

所
で
は
、
年
金
相
談
や
年
金
請
求
手
続

き
に
つ
い
て
、「
事
前
予
約
」を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

お
待
た
せ
時
間
の
少
な
い「
予
約
相

談
」を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
予
約
相
談
希
望
日
の
１
カ
月
前
か
ら

前
日
ま
で
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

・ 

お
申
込
み
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号

の
分
か
る
も
の（
年
金
手
帳
や
年
金

証
書
な
ど
）を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
お
よ

び
地
方
税
法
上
、
健
康
保
険
や
厚
生
年

金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を
納
め
た
場
合

と
同
様
に
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、 

 

税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
令
和
３

年
１
月
か
ら
令
和
３
年
12
月
ま
で
に
納

め
ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。
過
去

の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料
も
含

ま
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
な

く
、
ご
家
族（
配
偶
者
や
お
子
さ
ま
等
）

の
負
担
す
べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も

合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
本
年
中
に
納
付
し
た
国
民
年

金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
料
控

除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
年
末
調
整
や

確
定
申
告
を
行
う
と
き
に
、
保
険
料
を

支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添

付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
令
和
３
年
１
月
１
日
か

ら
令
和
３
年
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
で
す

年
金
相
談・お
手
続
き
の
際
は

ぜ
ひ
ご
予
約
を

●マイナンバーカード用の写真をお撮りします
マイナンバーカード券面の顔写真を撮るサービスを行っています
ご希望の方は申請書を持って住民課までお越しください

●第２日曜日に完全予約制でマイナンバーカードの休日交付をしています
完全予約制なので２週間前までにご予約をお願いします
平日の来庁が難しい方はぜひご活用ください

詳しくは民生部住民課まで

　

地
震
発
生
時
に
お
け
る
道
路
等
に
面

し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
に
よ
る
災

害
か
ら
身
体
お
よ
び
財
産
を
保
護
す
る

た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
す
る
工

事
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

●
補
助
限
度
額

　
10
万
円

●
補
助
対
象

　

村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
ま
た
は
開
発
部
建
設
課
ま
で

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
補
助
対
象
期
限

　
令
和
４
年
３
月
31
日（
木
）

※
補
助
金
申
請
は
、工
事
着
手
前
に
行
っ

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申

請
前
に
ブ
ロッ
ク
塀
等
を
撤
去
さ
れ
ま

す
と
、
補
助
対
象
外
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先　
開
発
部
建
設
課

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
を

補
助
し
ま
す

　

 

　　


